
（案） 

公  告 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、さんま、

まあじ、まいわし太平洋系群並びにかたくちいわし太平洋系群に関する令和８管理

年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めたので、同条第４項の規定に基

づき、次のとおり公表する。 

 

令和７年１２月２５日 

 

                 宮城県知事  村 井  嘉 浩 

 

 

第１ さんま（令和８年１月～令和８年１２月） 

 １ 都道府県漁獲可能量（漁業法（以下「法」という。）第１５条第１項第２号関

係）について、本県に定められた数量 

   現行水準 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

さんま漁業 現行水準 

 

 

第２ まあじ（令和８年１月～令和８年１２月） 

 １ 都道府県漁獲可能量（法第１５条第１項第２号関係）について、本県に定め

られた数量 

   現行水準 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

まあじ漁業 現行水準 

 

 

第３ まいわし太平洋系群（令和８年１月～令和８年１２月） 

 １ 都道府県漁獲可能量（法第１５条第１項第２号関係）について、本県に定め

られた数量 

   ３２,５００トン 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

まいわし定置網漁業 ２８,３４０トン 

まいわし漁船漁業 ４,１６０トン 

 



（案） 

第４ かたくちいわし太平洋系群（令和８年１月～令和８年１２月） 

１ 都道府県漁獲可能量（法第１５条第１項第２号関係）について、本県に定め

られた数量 

   １０７,０００トンの内数 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

かたくちいわし漁業 １０７,０００トンの内数 

 


